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開    会 

 

○林部会長 それでは、定刻でございますので、ただいまから、電波監理審議

会有効利用評価部会の第３３回会合を開催いたします。皆様、本日もお忙しい

ところお集まりくださいまして、誠にありがとうございます。 

 本日の部会もウェブによる開催とさせていただきます。 

 本日の有効利用評価部会は、電波監理審議会委員の笹瀬会長と私、両名が出

席しておりますので、電波監理審議会令第３条に基づく定足数を満たしており

ます。 

 まず、本日の資料及び議事の取扱いにつきまして、皆様にお諮りしたいと思

います。公共業務用無線局につきまして、公にすることにより、公共の安全と

秩序の維持等に支障を及ぼすおそれがある公表情報を含んでおります。本日の

資料のうち、資料３３－５－２については、これらの情報が含まれております

ので、本日の議事録及び資料につきましては、後日、事務局におかれまして非

公表情報を特定していただきまして、構成員の皆様にも御確認を行っていただ

いた後、評価後に公表するということにしたいと思いますので、あらかじめ、

御承知おきいただけましたら幸いでございます。 

 

議    事 

 

（１）令和６年度能登半島地震における通信分野の対応 

 

○林部会長 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいりま

す。 
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 まず、議事（１）から（３）につきましては、総務省からの御説明を予定し

ておりますので、事務局におかれましては、総務省関係者の入室をお願いしま

す。 

○宮良幹事 承知いたしました。事務局でございます。総務省関係者入室まで、

しばらくお待ちいただけますよう、お願いいたします。 

 総務省の関係者の入室を確認いたしましたので、林部会長におかれましては、

議事の進行をお願い申し上げます。 

○林部会長 承知しました。それでは、議事を再開いたします。 

 議事の（１）令和６年能登半島地震における通信分野の対応につきまして、

安全・信頼性対策課の野田補佐、重要無線室の福川補佐より、それぞれ御説明

をお願いいたします。 

○野田補佐 総合通信基盤局安全・信頼性対策課及び重要無線室から、令和６

年能登半島地震における通信分野の対応ということで、資料に沿って御説明を

差し上げます。 

 ２ページ目を御覧ください。こちらは携帯電話ネットワークの被害というこ

とで、どのような被害の種類があるかということを御説明した資料になります。 

 １点目、①のとおり停電が起こりますと、基地局への給電ができなくなりま

すので、通信が途絶するという支障がございます。 

 それから２点目、基地局の機器自体が故障する、揺れで装置の何かが外れる

とか、あるいは建物自体が倒壊してしまうといった通信機器、通信設備そのも

のが壊れることで通信が途絶します。 

 それから３番目として伝送路の断絶というものがございまして、基地局には

光ファイバーで通信がされますので、基地局までの伝送路が断絶すると、電源

は生きていても通信が途絶するといった支障がございます。 

 ３枚目をおめくりください。能登半島地震は１月１日に発生しましたが、エ
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リア支障最大時ということで、携帯４社のエリアマップを掲載してございます。

各社似たようなつくりになっておりますが、濃い緑が支障エリアで、支障なし、

平常どおりというところがピンクなどのきれいな色味の部分、それから、山間

地やそもそもエリアにしていないというところが緑色といったものです。楽天

については色味が異なりますが、ほぼ共通のつくりとなっております。最大支

障がＮＴＴドコモで７割程度という支障が発生しております。その携帯基地局

の支障を携帯事業者において、総務省も協力し応急復旧しました。各地図に記

載している１月３日や１月４日というのがエリア支障最大時ですが、携帯電話

の基地局はバッテリーが搭載されておりますので、その電源が生きていて、商

用電源の停電があっても、１日程度はもつというもので、１月１日から少し遅

れたタイミングで支障が最大になったというものでございます。 

 ４ページ目をおめくりください。応急復旧について、どのような取組をした

かを説明した資料になります。 

 １点目が移動型基地局、基地局車や衛星バックホール回線、移動型電源を投

入したという資料でございます。写真を御覧ください。１つ目、こちらはＮＴ

Ｔ系列の会社が保有している船ですが、こちらに臨時の基地局を搭載して、す

ぐ復旧できないエリアに、この船を沖合に派遣して通信を回復したというもの

でございます。ＮＴＴ系列の船ですが、ＫＤＤＩと連携して、２社が基地局を

設置して運用しました。 

 それから、その隣、報道でも度々取り上げられてございますとおり、今回、

可搬型の衛星アンテナのＳｔａｒｌｉｎｋが活躍したと、皆さん、耳にされた

と思いますが、このようなものを基地局に設置して、先ほど申し上げた光ファ

イバーが切れても、Ｓｔａｒｌｉｎｋを設置することによって通信を回復する

という取組を行いました。 

 それから、その隣、有線給電ドローンということで、ソフトバンクですが、
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ドローンに基地局の機能を搭載して、これを上空１００ｍ程度に飛ばすことに

よって、臨時にエリアを回復したという取組でございます。 

 それから、その隣、車載型基地局、こちらの写真は楽天のものですが、４社

とも車載型基地局を持ってございますので、支障が生じた基地局に、このよう

な車をいち早く派遣してエリアを復旧させたというものでございます。 

 ページを先に飛ばして、６ページを御覧ください。先ほど申し上げた船上基

地局を説明した資料になります。こちらはＮＴＴ系列の会社が持っているケー

ブル敷設船を活用したというものでございます。２か所で運用し、３ｋｍ沖合

から内陸のほうに電波を飛ばして、臨時にエリアを復旧したというものでござ

います。 

 ７ページを御覧ください。こちらは先ほど申し上げたＳｔａｒｌｉｎｋでご

ざいます。これまでも、衛星回線という光ファイバーが断絶しても衛星の回線

をバックホール回線として使うことがありましたが、あまり通信速度が出ない

機器でしたが、こちらのＳｔａｒｌｉｎｋは下りが最大で２２０Ｍｂｐｓ出る

ということで、今回、ネット検索や通信等もできる、かなり速度の速いもので

ございまして、被災地域の通信の確保に役立ったというものでございます。ま

た、先ほど携帯基地局に設置したと申し上げましたが、右下のとおり、避難所

にもＳｔａｒｌｉｎｋを設置して、一時的に避難所の通信を確保するような使

い方もしました。 

 ８ページを御覧ください。こちらは先ほどのソフトバンクのドローンを紹介

した資料になっております。上空１００ｍを飛行して、半径３ｋｍから５ｋｍ

圏内で通信が可能になったというものでございます。こちら２か所、この地図

のとおり、輪島市において運用したものでございます。 

 ５ページにお戻りください。官民連携による復旧の取組②でございます。 

 １点目が燃料補給や機材等の輸送ということで、防衛省や自衛隊にお願いし
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て、輸送艦でいろいろな機材や車両等を運んでいただいたものでございます。 

 また、経済産業省、資源エネルギー庁に依頼して、燃料の優先供給を実現し

ていただいたということでございます。 

 右は、海上自衛隊のホバークラフト輸送の船でドコモの車両を運んだ写真に

なります。 

 その下、道路啓開・優先通行ということで、国土交通省に依頼して道路啓開

を実現した、もしくは警察庁や県警に依頼して、復旧車両の優先通行を実現し

たというような調整を行いました。 

 その下、④総務省災害時テレコム支援チームの現地派遣ということで、これ

らの調整を本省同士で行いましたが、多くの調整は現地の政府現地対策本部に

総務省の職員を派遣し、そこで各省庁の同様のリエゾンの人と調整したり、も

しくは通信事業者も同じようにリエゾンを派遣しておりますので、現地で実際

に調整を行ったというものでございます。総務省から延べ１３３名派遣しまし

た。 

 ９ページを御覧ください。そのような応急復旧のなかでも特に復旧の拠点と

なる市町の庁舎のエリア復旧を優先しました。こちらは１月３日頃までに、各

市町のエリア復旧が完了したという資料でございます。 

 １０ページを御覧ください。このような応急復旧の取組の結果、１月中旬頃

には、４社とも応急復旧が完了したということで、共同の記者会見をした資料

でございます。 

 次のページを御覧ください。１月中旬まで応急復旧を完了して、その後、実

際の本格復旧といって、実際に衛星回線ではなく光ファイバーを敷設し直す、

商用電源、停電が解消されるといったことがあり、また、道路啓開が進んで、

いろいろな光ファイバーを張り巡らせることができるという本格復旧の取組を

した結果、こちらは６月末時点の資料になりますが、全域で完全にエリア復旧
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が完了したというものでございます。ドコモとＫＤＤＩの資料に書いてありま

すが、輪島市の沖合、５０ｋｍ程度離れている舳倉島という島がございまして、

そちらが島民の方が戻っていなかったので復旧していませんでしたが、無事、

６月末に舳倉島も復旧が完了しまして、全ての地域で復旧が完了したという資

料でございます。 

 続いての説明は、重要無線室からお願いします。 

○福川補佐 重要無線室、福川でございます。 

 私から、１２ページ、１３ページ目の災害対策用移動通信機器の貸出しに関

して御説明いたします。 

 まず１２ページですが、総務省では、災害時における重要通信確保のため、

衛星携帯電話、簡易無線機、ＭＣＡ無線機など、通信機器の被災地への貸出し

を行っております。昨年末時点の配備台数は１ポツ目に記載のとおりでして、

各総合通信局単位で機器を備蓄しまして、迅速に貸出しできる体制を整備して

おります。 

 能登半島地震に関しましては、各機器の下のところに、それぞれ使用状況を

記載しております。 

 衛星携帯電話については、全国の備蓄１１３台とともに、追加契約して北陸

に配備した２１３台で対応しまして、１００台が被災地で使用されております。

簡易無線機については、１,０６５台のうち２００台使用されまして、ＭＣＡ無

線機に関しては、移動無線センターが２４台を無償貸与したという状況でござ

います。 

 また、能登半島地震では、これらの機器に加えまして、令和５年政府予備費

を活用して、公共安全モバイルシステムを１,０００台、衛星インターネット機

器、Ｓｔａｒｌｉｎｋを１００台整備しました。公共安全モバイルシステムは、

４月１日にサービスインしましたので、当時は実証環境でしたが、令和５年、
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昨年の実証用端末と合わせて計１,７５０台、この中から４２３台が使用された

という状況でございます。衛星インターネット機器については、今回、民間通

信事業者で多く支援いただいておりましたが、災害対応拠点や避難所などでの

通信環境構築のために活用されている状況でございます。 

 １３ページ目をご覧ください。公共安全モバイルシステムの活用についてで

す。公共安全モバイルシステムは携帯電話を活用したもので、ＳＩＭカードを

２枚挿すことによって、どちらかの電波が通じていれば通信できるというもの

でございます。消防機関については、行方不明者の捜索活動や救急活動の用途

で使用されましたが、消防機関からは、トランシーバアプリなどを利用するこ

とによって、警察からの電話情報などを一斉に連絡できたとか、ホワイトボー

ドに情報をまとめて、それを写真撮影して関係者に共有することができたので

捜索に役立ったなどの声をいただいております。 

 また、自衛隊においても、スマホアプリなどを利用して、輸送、給水、入浴

支援等の任務において、部隊間の指揮連絡や情報共有などで活用されておりま

す。貸し出した端末に搭載していたアプリは自動で文字起しする機能を有して

いまして、また、端末の位置情報を把握することが可能ですので、後で内容の

確認をしたり、具体の現況把握において有用であったという声をいただいてお

ります。公共安全モバイルは消防機関や自衛隊以外の機関にも活用されていま

して、災害対策要員の方に便利に使っていただいたものと思っております。 

 １３ページ目の説明は以上になります。 

○野田補佐 １４ページをご覧ください。スマートフォンが普及していること

もあり、今回の地震は、モバイル通信のほうがかなり注目を浴びましたが、一

方で、固定通信の状況についての御説明のため、１４ページを御用意いたしま

した。固定通信の関係でございますが、１月３日時点で、停電や伝送路の断絶

によって、記載のとおり、かなり広範囲で固定電話が途絶していましたが、そ
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の後、懸命な復旧によって、現時点では輪島市の西保という地区を除いて、全

て復旧対応済みとなっております。西保はＮＴＴの通信ビルそのものが壊れて

しまい、修理対応では難しいということで、新たに通信ビルを造り直すのか、

それとも隣の地域から通信の回線を延ばして対応するのか、ＮＴＴで引き続き

検討中という話を聞いてございます。今、通信はほぼ復旧したと申し上げまし

たが、通信ビルまでの状況はＮＴＴで把握できる一方で、通信ビルから各御家

庭への通信ケーブルについては、それが生きているかというのはＮＴＴではリ

アルタイムに把握できないということでございまして、その解消のために、Ｎ

ＴＴでは巡視といって、通信ケーブルが切れていないか見回りをしたり、各御

家庭にチラシをまいたり、役場にポスターを掲示したりして、切れて通信が使

えない場合は御連絡くださいというように、利用者側から故障しているという

連絡をもらう、そういう呼びかけをしていると聞いております。その呼びかけ

もあって、かなりの部分で復旧が進んでおりますが、引き続き、そういう取組

を続けて、故障連絡があればすぐ対応するという体制を整えていると聞いてお

ります。 

 以上、説明を終わります。 

○林部会長 御説明どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見等がございまし

たら、お願いしたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

○石山特別委員 石山ですが、よろしいでしょうか。 

○林部会長 お願いいたします。 

○石山特別委員 大変すばらしい取組をされているということ、拝見いたしま

した。ありがとうございました。 

 このようなすばらしい取組をされたということで、今度、ユーザー側からす
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ると、ユーザーが役に立って助かったとか、あるいは、それでも何らか不満が

あるかもしれません。そういう意味で、ユーザーアンケートのようなものを取

って、大変助かったところと、それでもやっぱり不満が残ったところと、そう

いった情報を集めるのは今後のために大切だと思います。既にやっておられる

のかもしれませんが、その辺、いかがでしょうか。 

○福川補佐 災害対策移動通信機器の部分で申し上げますと、実際、貸し出し

たときに、最後にアンケートを取る形で対応しておりまして、先ほどの資料に

載せていましたが、このような形で声は拾いながら、今後もニーズに応えてい

きたいと考えております。 

○石山特別委員 ありがとうございます。 

 自衛隊や消防機関のところはユーザーの声が書いてありましたが、不満を取

り上げるというのが今後のためには大切だと思いますので、ぜひよろしくお願

いいたします。 

○福川補佐 ありがとうございます。 

○林部会長 非常に重要な御指摘かと思います。よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○眞田特別委員 眞田です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 眞田先生、お願いします。 

○眞田特別委員 ５ページのところ、総務省様で大変な調整をされていたと伺

いましたが、例えば道路開通という話になると、いろいろなものの優先順位が

複雑に絡み合った中で通信環境をお願いするということになるのだろうと予想

しています。この辺、全体を取りまとめるというところはどなたかが行って、

あるいはそのような基準というのは既に決まっているものでしょうか。 

○野田補佐 ありがとうございます。 

通信分野で申しますと、総務本省からも課長クラスの者が現地に入り調整を行
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い、また、携帯事業者４社と固定の事業者も現地にリエゾンがおりました。全

体は政府の現地対策本部で内閣府が取りまとめてございますので、そういった

ところに寄せられる声を聞いて、復旧の優先順位が立てられて、その中の通信

というところで、先ほど申し上げた総務省のＭＩＣ－ＴＥＡＭという支援チー

ムが全体の優先順位を決めて対応に当たったという流れになっております。 

○眞田特別委員 分かりました。では、政府が上に立って、これが優先、これ

が優先というのを順番に割り振って、各省庁の間で調整をされたということだ

と理解しました。ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございました。総務省本省からリエゾン職員、管理職

を派遣するなどして復旧対応に当たったということでございまして、これにつ

いても敬意を表しているところでございます。 

 眞田先生、非常に重要な御指摘ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、御説明どうもありがとうございました。発災から半年ほどたつわ

けですけれども、既に行われているのかもしれませんが、総務省内で振り返り、

あるいは検証を行って、課題であるとか教訓を集約して、今後の政策を考える

必要があるということは、本日御出席の特別委員の先生方、それから総務省の

皆様、共通の認識として持っておられるのではないかと思います。 

 今日の御説明にもありましたように、通信事業者による停電対策の強化であ

るとか、あるいは応急復旧における船舶型、ドローン型、Ｓｔａｒｌｉｎｋの

活用といった海から空からの対応とありましたが、それを迅速かつ的確に投入

できるための備蓄であるとか体制構築といったものが必要になってくると思い

つつ拝聴しておりました。その辺り、都度都度に振り返りをしていただきなが

ら、改めまして、親会の電波監理審議会やこの有効利用評価部会で、進捗等を
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御説明いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（２）５Ｇ普及のためのインフラ整備推進ワーキンググループ報告書 

 

○林部会長 それでは、次の議事に移りたいと思います。 

 議事の（２）でございます。５Ｇ普及のためのインフラ整備推進ワーキング

グループ報告書につきまして、移動通信課の佐藤企画官より御説明をお願いい

たします。 

○佐藤企画官 移動通信課の佐藤でございます。７月に着任いたしました。今

後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは、私から、資料３３－２に基づきまして、先週１９日に報道発表し

たものになりますが、５Ｇ普及のためのインフラ整備推進ワーキングの報告書

について、御説明したいと思います。 

 まず、このワーキンググループ開催の背景について御説明させていただきた

いと思います。前後しますが、まず、２ページを御覧いただければと思います。

５Ｇの商用サービスが開始されまして、約５年が経過しましたが、利用者が５

Ｇならではのサービスを実感するには至っていないという状況も踏まえまして、

今後のインフラ整備の在り方について検討を行うため、本ワーキンググループ

を開催したものでございます。 

 また１ページ目に戻っていただければと思います。こうした課題、背景を踏

まえまして、本ワーキンググループを、デジタルビジネス拡大に向けた電波政

策懇談会の下に設置いたしまして、御覧のような構成員の先生方に御参画いた

だきまして、サブ６帯、ミリ波帯、ＳＡの整備の在り方等を中心に、今年３月

から御議論いただいたものでございます。 

 ３ページ目に進んでいただければと思います。こちらが現在の５Ｇ用周波数
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帯の割当状況になります。５Ｇのポテンシャルを十分に発揮するためには、低

い周波数帯から高い周波数帯まで、幅広い周波数帯を活用することが重要とい

うことでございます。 

 次の４ページ目以降が今回の報告書のポイントになります。まず、５Ｇ専用

に割り当てられた周波数帯でありますサブ６帯の整備目標につきましては、高

トラヒックエリアにおける整備を進めるとの考え方の下で、１ｋｍ×１ｋｍの

メッシュに分割しまして、その区画のカバー率をサブ６展開率と定義した上で、

２０２７年度末までに、高トラヒックエリアである１万３,２５０区画のうち、

８０％以上をカバーすることを全社共通の目標とすることとしております。 

 次のページはミリ波の整備目標についてでございます。ミリ波の基地局数が

２０２２年度末時点で４社合計で約２.３万局というところでございますが、そ

れを２０２７年度までに５万局とするとともに、ミリ波活用レポートの提出、

公表を行うべきとしております。 

 その下のＳＡの整備目標につきましては、ＳＡは御案内のとおり、５Ｇコア

ネットワークを利用しておりますので、多数同時接続や低遅延といった５Ｇな

らではの特性を生かせるようになる一方で、ＮＳＡのように複数の周波数帯を

同時に使って通信を行うキャリアグリゲーションというものができないという

こともございます。なので、サービス品質が低下する可能性があることや、ま

た、ＳＡ対応の端末が必要になるという課題もあります。こうしたことも踏ま

えまして、現時点ではＳＡについては数値目標を設定せずに、今後整備するサ

ブ６帯、ミリ波帯の基地局について、将来的には全てＳＡ対応可能な基地局で

の整備を原則目指すとともに、ＳＡ活用レポートの提出、公表を行うべきとし

ております。 

 次のページをご覧ください。災害対策のためのインフラ整備目標の在り方に

ついてでございます。先ほど能登半島地震対応の御説明がありましたけれども、
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そういったことも踏まえまして、まずは都道府県庁と市区町村の本庁舎につき

まして、２０２５年度末までに５Ｇによるカバレッジを目指すとともに、国は

携帯電話基地局の強靱化に向けた検討を進めるべきとしております。 

 次のページをご覧ください。インフラシェアリングの推進についてでござい

ます。近年は、携帯電話事業者、ＪＭＣＩＡといった公益法人のみならず、民

間から新たな事業者がシェアリング市場に参入しまして、様々な事業形態が生

まれている状況でございます。 

 こうした状況を踏まえまして、国はシェアリング市場のさらなる活性化に向

けまして、各関係者からヒアリングを行った上で、必要に応じ、公正な事業環

境の議論・対応を検討すべきとしております。 

 次に、下のインフラ整備の進捗状況の把握につきましては、利用者に分かり

やすい形になるよう、事業者ごとに低い周波数帯から高い周波数帯まで５Ｇ整

備の進捗状況が明らかになる公表方法や都道府県ごとの公表について検討すべ

きとしております。 

 次のページをご覧ください。本報告書を踏まえた今後の取組といたしまして、

携帯電話事業者は、今回設定された目標に向けてインフラ整備を推進するとと

もに、国はサブ６展開率を４.９GHz帯の割当ての指標こちらを指標とすること

を検討することとしております。 

 最後に、追加提言といたしまして、屋内対策としてのミリ波の検討、また、

通信品質測定に関する課題の抽出、ＮＴＮ、いわゆる非地上系ネットワークの

技術的可能性についての検討などを行うこととしております。 

 報告書の概要について、説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○林部会長 どうもありがとうございます。これにつきましても、御質問、御

意見等、いただければと思います。 

 あるいは石山先生はこのワーキンググループの主査代理も務めておいでです
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ので、補足等ございましたら、お願いできればと思います。 

○石山特別委員 私、こちらにも関わっておりましたけれども、説明に特に補

足はございません。 

○林部会長 承知しました。 

 それでは、質問等、ございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 私から一つ、今のページですけれども、国は通信品質の測定について課題抽

出を行うということですけれども、いろいろ課題があると思いますが、どうい

った議論がなされたのかということについて、このワーキングの議論を御紹介

いただきたいということが質問でございます。固定ブロードバンドサービスの

品質測定については、そのサブワーキンググループは電気通信市場検証会議の

下で開かれて、品質測定手法の確立に向けたいろいろな課題というものが抽出

されているというのは承知しておりますが、こちらでどういった課題があって、

それに対する対応というのはどういうものを考えられているのか、どういった

議論がなされたのかについて、ご紹介いただければと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○佐藤企画官 御質問ありがとうございます。実は本ワーキンググループでは、

御指摘のような通信品質の測定の在り方については、恐らく、そこまで深い議

論というのは行われなかったのではないかと承知しております。むしろ電波監

理審議会でありますとか、こちらの有効利用評価部会でありますとか、そうい

ったところで委員の先生方から御指摘いただいていると認識しておりまして、

こうしたことも踏まえて、今回、追加提言ということで、本報告書の中でこう

したことについても記述をさせていただいたということだと思います。そのた

め、今後また電監審等々で、この関係については御議論が行われるのではない

かと思いますので、我々も今、諸外国の事例等々、調査をしながら、今後の対
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応方針について検討を進めておりますので、その辺については、また改めて御

説明させていただければと考えております。 

 以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございます。承知いたしました。この論点、今仰せの

ように、親会の電波監理審議会でも、この部会でもそうですが、問題意識を持

って注視しているところでございます。とりわけ事業者の測定結果の比較可能

性や、あるいは測定結果に対する苦情や、あるいは品質測定に関する理解促進

のための周知の在り方などについて、いろいろ御議論があったところと承知し

ておりますので、また、引き続き、親会の電波監理審議会とこの有効利用評価

部会で議論をさせていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いい

たします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○眞田特別委員 眞田です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 お願いいたします。 

○眞田特別委員 ５ページのところで、ＳＡの活用事例等が記載されているの

ですが、ＳＡって、ネットワーク側としては非常に効率化できる、早くつなが

るというのがあると思うのですが、ユーザー側からすると、特に変化があると

は思えないので、活用事例と言われたとき、これがどういうものを意味するの

かということを教えていただければと思います。 

○佐藤企画官 御質問ありがとうございます。まさに説明でも触れさせていた

だいたとおり、いわゆるＳＡというのは、多数同時接続や低遅延など、５Ｇな

らではの特性を生かせるという特徴がございます。そういった観点から、事業

者には、５Ｇのポテンシャルを生かせる、例えばＢｔｏＢのサービスでありま

すとか、そういったところも含めて、事例をまとめていただいて、それを横展

開して、さらなるＳＡの活用でありますとか、５Ｇならではのサービスを利用
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者の方々に実感いただけるような形で取り組んでいくことはできないかという

ことを想定しているところでございます。 

 以上です。 

○眞田特別委員 特定用途用に、何かＳＡを使って設計してサービスを提供す

る、そのようなイメージでよろしいでしょうか。 

○佐藤企画官 これは事業者によって、戦略でありますとか方針は違うかもし

れませんが、５Ｇならではのサービス、特にＳＡを活用したものを事業者でサ

ービスをしっかり考えていただいて、それを実際に実装につなげていく、その

ためのレポートなどを想定しているということでございます。 

○眞田特別委員 分かりました。ありがとうございます。 

○林部会長 どうもありがとうございました。 

 ほかによろしいでしょうか。 

○池永特別委員 池永です。よろしいでしょうか。 

○林部会長 池永先生、お願いします。 

○池永特別委員 御説明ありがとうございます。 

 ４ページのサブ６展開率の算出の方法についてです。今、こちらで示されて

いるものは、基本的に人口の多い都市部がメインになると思うのですが、地方

の展開についてはどのように考えられていますでしょうか。といいますのも、

地方が置き去りにならないような指標の考え方というのも必要かと思っていま

す。一旦、これはまず２０２７年度までで考えられていて、今後の見直しの中

で、地方を救うことに関しても検討するということになるのでしょうか。 

○佐藤企画官 御質問ありがとうございます。今回、私の説明では触れていま

せんでしたが、本報告書の中では、いわゆる高トラヒックエリア以外のローカ

ルエリアにおける５Ｇ整備ということについても触れておりまして、こちらに

ついても、引き続き重要だと、はっきり言及しております。その中で、インフ
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ラ整備計画におきましては、５Ｇ人口カバー率を全国各都道府県、２０３０年

度までに９９％とすることを目標としているところでございまして、こちらに

ついても、引き続き、国としてもしっかり取組を進めていくという方針でござ

います。 

 以上です。 

○池永特別委員 分かりました。その両面で進めていくということですね。 

○佐藤企画官 はい、そういうことでございます。 

○池永特別委員 分かりました。ありがとうございます。 

○林部会長 ほかにはよろしゅうございますか。 

 それでは、佐藤企画官、どうもありがとうございました。 

 

（３）４.９GHz帯における第５世代移動通信システムの普及のための特定基地

局の開設に関する指針案の意見募集の開始 

 

○林部会長 それでは、議事（３）に進みたいと思います。こちらも佐藤企画

官の御説明ですね。４.９GHz帯における第５世代移動通信システムの普及のた

めの特定基地局の開設に関する指針案の意見募集の開始でございます。よろし

くお願いいたします。 

○佐藤企画官 では続きまして、資料３３－３に基づき、４.９GHz帯における、

いわゆる５Ｇシステム普及のための特定基地局の開設割当てに関する指針案に

ついて御説明させていただきます。 

 次のページをご覧ください。４.９GHz帯につきましては、これはいわゆるサ

ブ６と呼ばれる周波数帯でございますが、総務省の「周波数再編アクションプ

ラン」におきまして、令和７年度末までの５Ｇへの周波数割当てに向けて検討

を進めることとされております。 
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 また、周波数の利用移行調査を実施したところ、本周波数帯につきましては、

携帯事業者から早期の割当ての希望があったことに加えまして、本年３月に、

この周波数帯について、技術的条件の一部答申をいただいたことも踏まえまし

て、早期の周波数割当てに向けまして、開設指針の策定等の制度的整備を進め

ることとしたものでございます。 

 なお、本周波数帯につきましては、５GHz帯無線アクセスシステムを利用する

既存利用者がおられますので、終了促進措置の対象とすることを想定しまして、

移行に必要な費用や期間等を検討する必要があるということでございます。 

 こうしたことも踏まえまして、今回の割当てにつきましては、１００MHz幅を

１枠、移行期間は６年と想定しまして、後継のいわゆる認定期間を１６年とし

ております。 

 次のページをご覧ください。こちらが４.９GHz帯割当てに関する今後の手続、

スケジュールになります。今月２日に本開設指針案を公表しまして、８月１日

まで意見募集を実施しているところでございます。現在、意見募集中でござい

ます。この意見募集の結果を踏まえまして、夏頃に電波監理審議会に諮問いた

しまして、答申をいただければ、開設計画の申請受付や審査といったその後の

手続を進めていくこととしております。 

 次のページをご覧ください。こちらが今回の４.９GHz帯の審査基準の考え方

の（案）になります。より多くの人が「５Ｇならでは」の通信を実感できるよ

うにするため、人口の多いエリアを整備すること、広範なエリアカバーを実践

すること、終了促進措置の着実な実施の３点を基本的な考え方としております。 

 これを踏まえて、まず、絶対審査基準につきましては、主に４つ項目を設定

しておりまして、まず、１点目のエリア展開につきましては、先ほど御説明い

たしましたワーキンググループ報告書の提言で、サブ６展開率を４.９GHz帯の

割当ての指標とすることとしたことを踏まえまして、その展開率を認定から１
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２年後の年度末までに全国の高トラヒックエリアの８０％以上とすることとし

ております。 

 その他の審査項目につきましては、既存無線局の移行に伴う終了促進措置に

必要な金額である７４０億円を確保すること、特定基地局開設料が年１７億円

以上であること、財務的基礎があること等となっております。 

 次に、下にあります比較審査基準についてでございます。こちらの項目につ

きましては、サブ６展開率、これまでのサブ６帯の割当ての状況、終了促進措

置に関する計画、特定基地開設料の金額、最後に不感地対策、災害対策を主な

審査項目としております。 

 次のページをご覧ください。最後のページになります。「４.９GHz帯の展開率」

ということで、先ほどワーキンググループの報告書で御説明いたしましたサブ

６展開率の考え方でございます。こちらを今回の開設指針にも適用いたしまし

て審査を行っていくことを考えております。 

 私からの説明は以上になります。 

○林部会長 佐藤企画官、これにつきましても、御説明ありがとうございまし

た。 

 質問、コメント等あればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 私、認定期間が１６年というのはかなり長いなと思い、少し驚きました。 

○若林特別委員 若林です、よろしいでしょうか。 

○林部会長 若林先生、お願いします。 

○若林特別委員 ３ページの絶対審査基準と比較審査基準があるうちの比較審

査基準についてです。結局、最終的には総合判断ということにはなるかと思う

んですけれども、ここに５つ、主な項目として挙げていただいたもののうち、

何か比重といいますか、こういうものを重視する、あるいはこういうものはよ

り重要だということはございますでしょうか。あるいは、特にそういうことは
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事前には考えずに、総合的に評価するということでしょうか、教えてください。

よろしくお願いいたします。 

○佐藤企画官 ありがとうございます。こちらの比較審査基準につきましては、

御覧のとおり、複数の事業者から申請があったときに比較審査というフェーズ

に移るわけでございますが、この５項目につきましては、すべてフラットにな

ります。全部で１２０点満点で審査することになりまして、こちらで御説明し

た５項目について２４点ずつ配点しまして、その下に審査を行っていくという

ことで、今、指針案を出させていただいております。 

 以上です。 

○若林特別委員 承知しました。どうもありがとうございました。 

○林部会長 ありがとうございます。これは１００MHz幅の１枠ですので、競願

になるということが予想ないし期待されるところでございますので、そこで事

業者の開設計画の切磋琢磨を期待したいと思うところでございます。若林先生、

どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○笹瀬代理 笹瀬です、よろしいでしょうか。 

○林部会長 笹瀬先生、お願いします。 

○笹瀬代理 比較審査基準の２番目の公平性・競争促進の記載を見ますと、こ

れまでのサブ６帯の割当ての有無と割当額、割当幅の差異という観点がありま

すが、上の表を見ると、ソフトバンクと楽天が少ないということで有利になる

と思いますが、質問は、サブ６帯を割り当てた場合の使っているトラヒック量

や、ユーザー数などは考えなくていいということでしょうか。競争する場合に

関しては、周波数帯の割当てだけではなく、例えば、どれぐらいのトラヒック

をこの周波数帯で既に使っているか、ユーザーが何人いるかということも、あ

る意味では、競争促進、効率の面では結構重要になると思うのですが、そうい
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うことは全く考えないという理解でよろしいでしょうか。 

○佐藤企画官 御質問ありがとうございます。御指摘いただいた比較審査基準

の２番目の公平性・競争促進に関する御指摘でございますが、こちらにつきま

しては、御指摘のように、まず、サブ６帯を有しているかどうか、その有無で

すね。また、申請者のサブ６帯の帯域幅の総計がより少ないこと、それに加え

まして、先ほど委員から御指摘いただいたサブ６帯のトラヒック量がより大き

いこと、こちらについても審査基準に入れておりまして、そうした観点も考慮

して、審査を行っていくこととしております。 

 以上です。 

○笹瀬代理 分かりました。どうもありがとうございました。 

○林部会長 どうもありがとうございます。 

 失礼いたしました。お願いできますでしょうか。 

○中野特別委員 中野です。 

○林部会長 中野先生、お願いします。 

○中野特別委員 １点だけ質問させていただきたいのですが、先ほど認定から

１２年後の年度末までという絶対審査基準の８０％以上にすること、かなり息

が長いと私も感じているところです。つまり、今、技術の変遷が激しいので、

その中で、この帯域を使わずにとっておいて、１０年後ぐらいのときに、いき

なり８０％にするということもなきにしもあらずかと思っており、途中経過と

して６年後ぐらいまでには５０％程度に到達しているなど、利用率を考えたと

きに、１２年後の８０％との間が適切かどうかというのが若干気になるところ

でございます。この辺り、どうやって決められたか、教えていただけるとあり

がたいと思います。 

○佐藤企画官 御質問ありがとうございます。 

 まず、１２年後というところですが、こちらについては、先ほど御説明を差
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し上げたとおり、今、既存の利用者がおりますので、その移行に係る期間も考

慮いたしました。さらに申し上げますと、既存の無線局については、１１年後

の年度末までとしておりますので、そこの面も考慮して、全体として１２年と

させていただいております。 

 また、いきなり１２年後に８割整備するという御指摘でございますが、まさ

に我々もその辺は考慮しておりまして、こちらには書いていませんが、エリア

展開の審査基準の中では、認定から６年後の年度末までに、全ての都道府県に

おいて特定基地局を開設する計画を有することを審査基準に盛り込んでおりま

して、いわゆる進捗状況のフォローアップとして、段階的に整備計画を有して

いるものに対してしっかり配点を行うということで、今、基準を設けていると

ころでございます。 

 以上です。 

○中野特別委員 御説明どうもありがとうございます。安心いたしました。 

 以上です。 

○林部会長 中野先生、どうもありがとうございました。まさに認定後の開設

計画どおりに整備が進んでいるかどうかというのは、有効利用評価部会で、ま

た都度都度にモニタリングしていくことが大事だろうと思います。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

○池永特別委員 池永です、よろしいでしょうか。 

○林部会長 池永先生、お願いします。 

○池永特別委員 確認ですが、既存利用者がいる周波数帯について、終了促進

措置に対して協力するということが必要かと思いますが、既存利用者が新規割

当事業者に協力することについては、今の時点で何か分かっていることがある

のでしょうか。 

○佐藤企画官 ありがとうございます。 
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 基本的に終了促進措置というのは、今度割り当てられた事業者が責任を持っ

て自らの費用負担をした上で、しっかり移行に向けた取組を進めていただくと

いうことになろうかと思います。なので、まずは民民でしっかりお話合いをし

ていただいて、移行に向けた取組を進めていただくということでございます。 

 また、既存の無線局、先ほど御説明したとおり、１１年後の年度末までとい

うことになっておりますので、そうしたスケジュール感をしっかり踏まえなが

ら、丁寧に進めていただけるように、我々としてもしっかりウオッチしていき

たいと考えております。 

 以上になります。 

○池永特別委員 分かりました。既存利用者も期限をもって終了しなければい

けないということは理解されているということでよろしいでしょうか。 

○佐藤企画官 はい、もちろんでございます。 

○池永特別委員 分かりました。ありがとうございます。 

○林部会長 どうもありがとうございます。終了促進措置は過去のスキームで

も取られた手法でもありますので、過去の経験なども踏まえて、円滑な移行が

進むように、総務省としてもウオッチしていただけたらと思います。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、質疑応答はこれにて終了したいと思います。佐藤企画官、どうも

ありがとうございました。 

○佐藤企画官 ありがとうございました。 

○林部会長 それでは、次の議事に進ませていただきたいと思います。 

 この後は評価結果（案）に関する議論を行いますので、事務局におかれまし

ては、総務省関係者の退席の対応をお願いしてよろしゅうございましょうか。 

○宮良幹事 事務局でございます。承知いたしました。 

 それでは、総務省関係者の方は御退席をお願い申し上げます。 
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 先生方におかれましては、退席まで少々お待ちいただけますようお願いいた

します。 

 総務省関係者の退席が完了いたしましたので、林先生におかれましては、議

事の再開をお願い申し上げます。 

○林部会長 かしこまりました。 

 

（４）令和５年度電波の利用状況調査（各種無線システム・７１４MHz超の周波

数帯）の評価結果（案） 

 

○林部会長 それでは、議事を再開いたします。 

 議事（４）令和５年度電波の利用状況調査（各種無線システム・７１４MHz超

の周波数帯）の評価結果（案）に係る意見募集の結果及び電波監理審議会の考

え方（案）につきまして、事務局より御説明をお願いいたします。 

○宮良幹事 事務局でございます。 

 資料３３－４－１を基に御説明申し上げます。 

 各種無線システム・７１４MHz超の周波数帯に係る評価結果（案）に対しまし

て、提出された意見につきましては計５件、内訳といたしましては、法人・団

体等から４件、個人１件でございました。 

 下の表に基づきまして、提出された意見、電波監理審議会の考え方（案）に

ついて、ポイントを絞りながら、また、一部の御意見については、次の３３－

４－２の資料、評価結果（案）の本体も御参照いただきながら御説明申し上げ

ます。 

 まず、№１、ＫＤＤＩからの御意見です。御意見の内容は、重点調査のうち、

２６GHz帯ＦＷＡに係る評価への御意見です。 

 御意見の内容ですが、全体につきましては、２６GHz帯の５Ｇへの割当ての検
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討においては、２８GHz帯の利活用状況を見定めた上で、令和８年度以降を視野

に入れ、割当時期の検討を希望する旨、後段につきましては、既存システムで

ある２６GHz帯、ＦＷＡの移行が検討される場合には、十分な移行期間の確保が

必要であるとともに、移行における費用負担が既存事業者の不利益とならない

よう配慮してほしいといった御意見でございます。 

 表の右側、考え方（案）でございますが、前段につきましては、本評価中の

２６GHz帯ＦＷＡに係る評価における記載をしてございまして、鍵括弧の中、２

６GHz帯については、引き続き、総務省において、５Ｇへの割当て及び２６GHz

帯全体の周波数利用方策に係る検討を推進していくことが適当であるとの評価

をしていること、後段につきましては、いただいた２６GHz帯の５Ｇへの割当時

期、２６GHz帯ＦＷＡの移行を行う場合の移行期間や費用負担の在り方に関する

御意見については、総務省における今後の検討に当たって、参考としていただ

きたいと考えますとしてございます。 

 ２ページ目、№２のＵＱからの御意見でございますが、こちらにつきまして

は、ＫＤＤＩの後段と同様な御意見ですので、考え方（案）につきましても同

様としてございます。 

 続きまして№３、こちらもＫＤＤＩからの御意見でございますが、重点調査

対象のうち、こちらは４０GHz帯、映像ＦＰＵに係る評価への御意見でございま

す。 

 内容といたしましては、４０GHz帯の５Ｇへの割当時期につきまして、先ほど

の２６GHz帯と同様でございますが、令和８年度以降を視野に入れた割当時期の

検討を希望するといった御意見でございます。 

 考え方（案）でございますが、こちらも２６GHz帯と同様でございますが、前

段につきましては、本案の４０GHz帯、映像ＦＰＵに係る評価結果の記載をして

ございまして、後段におきましては、４０GHz帯の５Ｇへの割当時期に関する御
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意見については、総務省における今後の検討に当たって参考としていただきた

いとしてございます。 

 №４、自然科学研究機構国立天文台電波天文周波数委員会からの御意見でご

ざいます。同委員会につきましては、国立天文台と国内の電波天文観測を行う

大学、機関に所属する委員で構成される委員会とのことで、この点につきまし

ては、御意見の中の後半のなお書きにおいて記載がございます。 

 御意見の主なポイントといたしましては、２ページ目の最初の１段落目から

になりますが、有効利用の程度が評価される対象は電波の発信システムのみ、

いわゆる電波を発射するシステムのみであり、受信業務のみを行っている電波

天文は対象外となっている点、また、評価結果（案）で電波天文への分配が明

記されている周波数帯以外でも分配されている帯域は多くあり、日本国内でも

盛んに観測が行われているといった御意見でございまして、２段落目におきま

しては、有効利用評価をするに当たっては、受動業務が利用している帯域が多

くあることを考慮し、電波を発射する免許人や無線局の数、増減のみを根拠に

評価しないようお願いしたいといった御意見でございます。 

 その次の「また」の部分ですが、次年度以降の周波数再アクションプランを

検討する際、既存の受動業務への有害干渉が生じないよう配慮いただきたいと

いった御意見でございます。 

 考え方（案）でございますが、本案につきましては、各種無線システムの７

１４MHz超の周波数帯に係る調査結果に基づき、評価を行ったものですといたし

まして、いただいた御意見にあるとおり、電波法令上におきましては、電波天

文業務などの受信のみを目的とする受信設備については調査の対象外となって

ございますので、帯域ごとの受信設備の数やその増減などの詳細な利用状況が

明らかではないことから、当該利用状況を踏まえた評価を行っていないもので

すとしてございます。 
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 「また」以降の周波数再編アクションプランに関する御意見については、総

務省における今後の検討に当たって、参考としていただきたいとしてございま

す。 

 次の３ページ目、№５でございます。一般財団法人移動無線センターからの

御意見です。御意見の内容といたしましては、当該財団が提供する高度ＭＣＡ

陸上移動通信の中継サービス、括弧書きで「ＭＣＡアドバンス」とございます

が、こちらにつきまして、利用局数が当初の想定を大幅に下回っており、今後、

長期安定的なサービスの提供は困難との判断で、２０２７年３月３１日をもっ

てＭＣＡアドバンスを終了することを本年７月１日に公表いたしましたという

点。サービス終了に伴いまして、ＭＣＡアドバンスの新規増設の利用申込受付

も終了したといった内容でございます。 

 この点、事務局からの補足でございますが、御意見にございます高度ＭＣＡ

中継サービス、ＭＣＡアドバンスにつきましては、利用状況調査及び評価にお

きましては、９００MHz帯高度ＭＣＡとのシステム名となってございます。 

 考え方（案）でございますが、いただいた御意見を踏まえ、本案中、次に示

す下線部を修正しますとしてございまして、このページでは評価結果（案）の

２７ページの部分の修正前後及び次のページでございますが、こちらは評価結

果（案）中の３１ページ目に係る修正の変更前後を示してございますが、具体

的な修正の内容につきましては、次の資料、３３－４－２を基に御説明いたし

ます。 

 資料３３－４－２の２７ページでございます。このページにつきましては、

評価項目のうち、移行などに向けた対応の状況に係る部分でございまして、２

７ページ目の表示の上側の部分でございますが、①といたしまして、８００MH

z帯ＭＣＡから９００MHz帯高度ＭＣＡの移行に係る内容を記載している箇所で

ございます。前提といたしましては、周波数アクションプランとございますが、
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デジタルＭＣＡ、これは８００MHz帯のＭＣＡでございますが、この８００MHz

帯のＭＣＡは令和１１年５月末にサービスを終了することから、令和３年４月

にサービスを開始した９００MHz帯の高度ＭＣＡの移行が進められている状況が

ございました。 

 今般、先ほどの御意見において、中継局の免許人である移動無線センターよ

り、移行先である９００MHz帯ＭＣＡについてもサービスを終了する旨の公表が

本案の意見募集期間中の７月１日に行われたとの意見提出でございます。この

意見に基づく案の修正の部分は、下の赤枠部分、赤字で追記または見え消しで

修正を行っている箇所でございます。赤枠部分の前段の部分の修正はございま

せんが、記載の内容といたしましては、ユーザー側の陸上移動局につきまして、

８００MHz帯ＭＣＡと９００MHz帯高度ＭＣＡの免許人や無線局の数の増減を基

に、移行が行われる状況がうかがえるといった記載でございまして、変更点は

後段部分の「総務省は」といたしまして、部会において、総務省側へ確認した

内容を記載した部分でございますが、こちらにつきまして、時点として「令和

６年４月時点」という赤字部分を追記、また、「８００MHz帯ＭＣＡ陸上移動通

信について」という部分を追記いたしまして、また、鍵括弧の後、総務省から

移行の状況を注視していきたいといった部分の後につきましては、「している」

から、「していた」と過去形としてございます。 

 また、「その後」といたしまして、令和６年７月１日、陸上移動中継局の免許

人により、令和９年３月末に９００MHz帯高度ＭＣＡ陸上移動通信サービスを終

了する旨の発表が行われたといった一文を事実関係として追記を行っているも

のでございます。 

 続いて、３１ページ目でございます。評価の部分の修正点でございます。赤

枠部分、まず、８００MHz帯ＭＣＡにつきましては、当初、見え消し部分、「引

き続き９００MHz帯高度ＭＣＡへの移行を促進すること」といった記載について
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は削除いたしまして、３行目の後半でございますが、「また」といたしまして、

「９００MHz帯高度ＭＣＡ陸上移動通信は、令和９年３月末のサービス終了が発

表されたが、令和５年度の調査時点でユーザー側の免許人が１７０者、無線局

が約５,０００局存在する」といった内容を追記いたしまして、また、「こうし

た状況に鑑み」といたしまして、「サービス終了に向け、陸上移動中継局の免許

人と連携して、代替可能なシステムへの移行などについてユーザーに対し丁寧

な周知・広報に努めること」としてございます。 

 また、３段落目、「更に」の部分ですが、こちらはサービス終了後の跡地の利

用に係る内容に係る部分でございますが、上り回線としていた部分は明確化の

ため、頭に「８００MHz帯ＭＣＡ」を追記してございます。また、サービス終了

が発表されました「９００MHz帯高度ＭＣＡ陸上移動通信」の文言も追記してお

りまして、これらに利用されている帯域については、代替可能なシステムへの

移行の状況や需要の動向を注視しつつ、新たな電波利用システムの導入可能性

を含め周波数の活用方策を検討していくこと、としてございます。 

 修正箇所は以上になります。 

 資料、戻りまして、３３－４－１でございます。 

 ５ページ目、№６のＫＤＤＩからの御意見でございます。前段につきまして

は、周波数再編アクションプランにおいて、移動通信システムの導入の可能性

について検討するとされているところ、既存衛星通信システムの高度化システ

ムの移行開始時期などが評価結果（案）に記載されたことは、関係者への情報

共有に向けた取組と考えますという御意見。 

 後段につきましては、その上で、引き続き、共用条件などの詳細情報が調査

検討会等の場において共有されることを希望するといった御意見です。 

 補足といたしまして、前段につきましては、評価結果案において、こちら２.

６GHz帯の既存のドコモがサービス提供しておりますＮ－ＳＴＡＲの衛星システ
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ムにつきまして、部会における総務省との質疑の部分、高度化システムが去年

１０月にサービスを開始し、高度化への移行が進められているといった記載を

している部分、この部分に対する御意見と考えてございます。 

 考え方（案）といたしまして、前段は賛同意見として承りまして、後段につ

きましては、今後の総務省における検討に当たって参考としていただきたいと

してございます。 

 続きまして、№７、ＫＤＤＩからの御意見につきましては、５GHz帯無線アク

セスシステムにつきまして、４.９GHzの５Ｇの割当てに関する内容でございま

す。後段の部分を御覧いただければと思いますが、「一方で」の部分につきまし

て、５GHz帯は電波伝搬特性上、遠距離での通信が可能であるため、高い周波数

帯の無線アクセスシステムへの移行が困難となった際は、光ファイバーなどの

代替手段となることも考えられ、既存システムの移行等は費用や期間も考慮し

た上で、新たな免許人との協議が必要との御意見です。 

 考え方（案）につきましては、評価結果（案）の５７ページの記載を記載し

ておりまして、真ん中辺りになりますが、「引き続き」として、免許人に対し移

行先候補の丁寧な周知・広報に努めるとともに、移行に要する期間の検討を行

った上で、終了促進措置の適用による５Ｇへの割当てを検討していくこととし

てございます。 

 後段部分、いただいた５GHz帯無線アクセスシステムの移行・代替に係る費用

や期間に関する御意見については、総務省における今後の検討に当たって参考

としていただきたいとしてございます。 

 続いて№８、ＵＱからの御意見は、先ほどのＫＤＤＩの後段の御意見と同様

ですので、考え方は同様としてございます。 

 ６ページ目、№９でございます。こちらもＫＤＤＩからの御意見は、６GHz帯

の無線ＬＡＮに関わるものでございまして、このうち７０２５MHzから７１２５
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MHzにつきましては、ＷＲＣ－２３においてＩＭＴ特定、いわゆる携帯電話向け

に特定されたことを踏まえ、評価結果（案）の記載において、国内の携帯電話

事業者や既存の無線局の免許人等の移行や今後の国際動向を踏まえて検討を進

めていくといった考え方に賛同するという御意見で、考え方（案）といたしま

しては、賛同意見として承っております。 

 最後の№１０の個人からの御意見は、割当てに関する御意見ですので、考え

方（案）は、本意見募集の対象外といたしております。 

 最後に１点、恐縮ですが、評価結果（案）の形式的な変更点について御説明

させていただきます。資料３３－４－２の本体の１ページの「はじめ」にとい

う部分になります。こちら下側に黒丸にて、これまでは従前は部会の審議経緯

を記載してございましたが、電波監理審議会としての全体の経緯といたしまし

て、親会の開催日や意見募集期間に係る記載を追加してございます。なお、最

後の親会の丸の部分につきましては、本日の御議論を踏まえ、最終的に決定し

た親会の日程等を記載させていただきたいと考えてございます。 

 説明が長くなりまして恐縮ですが、以上でございます。 

○林部会長 御説明どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等、頂戴できればと存じま

す。いかがでしょうか。 

 それでは、順番に聞いてまいります。 

 笹瀬部会長代理、いかがでしょうか。 

○笹瀬代理 的確に直っていると思いますので、これで結構です。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。池永特別委員、いかがでしょうか。 

○池永特別委員 御説明ありがとうございます。私からも特にコメントはござ

いません。このとおりで問題ないと思います。 
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○林部会長 ありがとうございます。石山特別委員、いかがでしょうか。 

○石山特別委員 適切であると思います。特に意見はございません。 

○林部会長 ありがとうございます。眞田特別委員、いかがでしょうか。 

○眞田特別委員 御説明ありがとうございます。私からも特に意見はございま

せん。 

○林部会長 ありがとうございます。中野特別委員、いかがでしょうか。 

○中野特別委員 御説明どうもありがとうございます。私からも特にコメント

はございません。 

○林部会長 ありがとうございます。若林特別委員、いかがでしょうか。 

○若林特別委員 御説明ありがとうございました。内容につきましても、これ

でよろしいかと思います。 

○林部会長 ありがとうございます。 

 私も事務局案のとおりで、賛同いたします。 

 そして、特別委員の先生方からも事務局案のとおりで賛同いただいたところ

でございますので、そのようにお進めいただければと思います。 

 ただ、もし、追加で修正等の御意見がございましたら、そのときは事務局ま

でメールにてお寄せいただければと思います。 

 それでは、本件につきましては、７月３１日開催予定の電波監理審議会にお

いて、当部会から本件の意見募集の結果について報告を行いたいと思います。

電波監理審議会への報告に当たっては、最終的には部会長の私に御一任いただ

きたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。 

 どうもありがとうございました。では、そのようにさせていただければと思

います。 

 事務局からは特によろしゅうございますか。 

○宮良幹事 はい、ありがとうございます。 
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（５）令和５年度電波の利用状況調査（公共業務用無線局）の評価結果（案） 

 

○宮良幹事 では続きまして、（５）公共業務用無線局に係るものも御説明を差

し上げたいと思っておりますが、よろしいでしょうか。 

○林部会長 お願いいたします。 

○宮良幹事 ありがとうございます。それでは、資料３３－５－１を御覧いた

だければと思います。こちらにつきましては、公共業務用無線局に係る評価結

果案に対して提出された意見に関する資料でございます。提出された意見の件

数につきましては、こちらも計５件でございますが、内訳といたしましては、

法人１件、個人４件でございました。こちらも下の表を御覧いただければと思

います。 

 まず№１、ソフトバンクからの御意見でございます。御意見の内容といたし

ましては、デジタル化の推進についてといたしまして、前段、中段、後段がご

ざいますが、前段につきましては、電波の利用状況調査に係る取組は有意義と

考えるという点、中段につきましては、公共業務用無線局のデジタル化等の進

捗状況などについて、本評価結果（案）にも記載のとおり、システムの廃止な

どの取組が一定程度進捗しており、引き続き、これらの取組を着実に進めてい

くことが重要と考えるという御意見でございます。 

 後段のなお書きの御意見につきましては、これらの取組をより加速化させて

いく観点からは、本案に記載の「デジタル化等が何％進捗しているかなど、進

捗度合いの定量的な見える化」を実施することと合わせて、移行等に関する期

限を設定し、その期限に対する進捗率を評価することも効果的であると考えま

すといった御意見でございます。 

 考え方（案）につきまして、前段及び中段につきましては賛同意見として承
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っておりまして、後段のなお書きの御意見につきましては、移行等に対する期

限の設定については総務省において検討されるものと考えますが、評価の在り

方については、いただいた御意見も参考にしつつ、適時適切に検討を行ってま

いりますとしてございます。 

 続いて、№２、個人の方からの御意見でございます。こちら、意見の冒頭に

２－２（２）及び３－２（２）とございまして、次の２ページの最初の後半で

ございますが、既に報告書で方向性が決まっているのであれば、なぜ、その方

向性に向けて速やかな取組を進めないのかといった問いを立てて検討を進める

べきといった御意見でございます。 

 考え方（案）でございますが、まず、「本案は」といたしまして、公共業務用

無線局に係る電波の利用状況の調査結果に基づき、デジタル変革時代の電波政

策懇談会報告書における電波利用システムごとの廃止などの取組の方向性に沿

って、関係府省庁における令和５年度の進捗状況等を確認し、評価を行ったも

のですとしておりまして、なお書きにて、２－２（２）「５GHz帯無線アクセス

システム」におきましては、廃止に向け、関係府省庁は代替可能システムを検

討予定であること、また、３－２（２）「公共業務用テレメータ」に係るシステ

ムにつきましては、本システムを順次廃止し、特定小電力無線局への代替が進

展していることを確認しておりますとしてございます。こちらは評価結果（案）

にも記載の内容から、なお書きを行っているものでございます。 

 続きまして、№３と№４につきましては割当てに関する御意見になりますの

で、いずれも本意見募集の対象外としておりまして、また、№５につきまして

も、無線従事者の資格に関する御意見ですので、本意見募集の対象外といった

考え方（案）としてございます。 

 最後に、資料３３－５－２につきまして、形式的な修正の部分でございます

が、１ページ目のローマ数字Ⅰの「はじめに」の部分ですが、こちらも先ほど
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と同様に、下側のポツのところの審議経緯におきまして、親会の日程などの記

載を追加する形式的な変更を行ってございます。 

 簡単ではございますが、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○林部会長 御説明ありがとうございました。 

 御質問、御意見等、承りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 これにつきましても、順番に伺わせていただきたいと思います。 

 まず、笹瀬部会長代理、いかがでしょうか。 

○笹瀬代理 どうもありがとうございました。このとおりで結構でございます。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございます。池永特別委員、いかがでしょうか。 

○池永特別委員 私もこの内容で問題ないと思います。ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございます。石山特別委員、いかがでしょうか。 

○石山特別委員 私もこれで適切であると思います。 

○林部会長 ありがとうございます。眞田特別委員、いかがでしょうか。 

○眞田特別委員 私もこれで問題ないと思います。 

○林部会長 ありがとうございます。中野特別委員、いかがでしょうか。 

○中野特別委員 私も、おまとめいただいた内容で結構だと思います。 

○林部会長 ありがとうございます。若林特別委員、いかがでしょうか。 

○若林特別委員 私も異論ございません。 

○林部会長 ありがとうございます。 

 私も本案に賛成いたします。 

 特別委員の先生方も本案に賛成ということですので、本件は修正なしという

ことでお願いできればと思います。ただ、もし追加で修正等の御意見が出てま

いりましたときには、事務局までメールにてお寄せいただければと思います。 

 本件につきましても、先ほどと同様、７月３１日開催の電波監理審議会にお
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いて、当部会から意見募集の結果について報告を行いたいと思います。これに

つきましても、如才ないことではございますが、電波監理審議会への報告に当

たっては、最終的には部会長の私に御一任いただきたいと思いますが、よろし

ゅうございましょうか。 

 どうもありがとうございます。 

 

閉    会 

 

○林部会長 それでは、本日の議事は以上でございます。 

 それでは最後に、事務局から事務連絡等がございましたら、お願いしたいと

思います。 

○宮良幹事 事務局でございます。２点、御連絡申し上げます。 

 １点目、先ほど林部会長からもございましたが、議事（４）及び（５）の電

波監理審議会の考え方（案）に係る部分につきまして、修正等の御意見がござ

いましたら、短時間で恐縮ですが、今週２６日金曜日までをめどに、事務局ま

でメールでお寄せいただけましたら大変幸いでございます。 

 ２点目でございます。次回の部会につきましては、１０月４日金曜日の１０

時からを予定してございます。 

 以上でございます。 

○林部会長 どうもありがとうございます。 

 構成員の先生方におかれましては、各種無線システム・７１４MHz超の周波数

帯及び公共業務用無線局に係る評価に当たりまして、これまで闊達な御議論を

賜りまして、誠にありがとうございました。 

 次回部会は、先ほど御案内がございましたように、１０月４日を予定してい

るところでございます。少し間が空きますが、引き続き、よろしくお願い申し
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上げます。 

 それでは、これにて本日の有効利用評価部会を閉会したいと思います。先生

方、どうもありがとうございました。よい夏休みをお迎えいただければと思い

ます。 

 

 


